
第１回 琴電連立検討委員会 

日時：令和 2年 9月 1日（火）10 時 30 分～ 

場所：香川県庁 本館 21 階 特別会議室 

次   第 

１ 開会 

２ 議事 

（１）委員長選出 資料-１ 

（２）都市計画のあり方検討の論点整理 資料-２ 

（３）今後の検討スケジュール 資料-２ 

（４）その他 

３ 閉会 

<配布資料> 

資料-１ 琴電連立検討委員会設置要綱・委員名簿 

資料-２ 第１回琴電連立検討委員会 資料 



琴電連立検討委員会 設置要綱 

（目的及び設置） 

第１条 事業中止となっている高松琴平電鉄連続立体交差事業について、都市計画決定からの社

会情勢等の変化を踏まえ、同事業の都市計画のあり方について存廃も視野に検討することを目

的として、琴電連立検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（委員会） 

第２条 委員会は、別表に掲げる委員で組織する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委

員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 委員会の会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

６ 委員に支障があるときは、当該委員が委任する者が会議に出席し、議決に加わることができ

る。ただし、委員長、副委員長は他の者に委任できない。 

７ 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、最初に開催される会議及び委員の

任期満了後における最初の会議は事務局長が招集する。 

８ 委員長は、指定感染症の感染拡大防止或いはその他理由により、やむを得ないと認める場合

は、書面会議又はインターネット環境等を利用した会議を開き、議決を得ることができる。 

 （会議の公開） 

第３条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

であって、委員長が会議の全部又は一部を公開しない旨を決定したときは、この限りではない。 

 一 香川県情報公開条例（平成１２年条例５４号）第７条各号に定める情報に該当すると認め

られる事項について審議等を行う場合 

 二 公開することにより、公正かつ円滑な検討が著しく阻害され、会議の目的が達成できなく

なると認められる場合 

 三 その他、委員長が必要と認める場合 

２ 前項の規定により会議を公開する場合において、議長は、会議の運営上必要があると認める

ときは、傍聴人の数の制限その他必要な措置を講じることができる。 

（事務局） 

第４条 委員会事務局は、琴電連続立体交差事業検討業務委託の受注者が行う。 

２ 事務局は、委員会の運営に必要な事務を行う。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和 2年 8月 6日から施行する。 

２ この要綱は、委員会の設置目的を達成したときにその効力を失う。 

資料-1 



別表 委員（１０名）              （敬称略 令和 2年 9月 1日現在） 

区 分 職 名 氏名 備  考 

学識経験者 
日本大学理工学部教授 中村 英夫 

香川大学創造工学部教授 紀伊 雅敦 

 日本政策投資銀行 四国支店長 岡井 覚一郎 

交通事業者 
高松琴平電気鉄道株式会社 

代表取締役専務  
川上 純一 

国土交通省四国地方整備局建政部 

都市調整官 
下平 弘和 

関係行政 

機関 

国土交通省四国地方整備局道路部 

道路調査官 
檜田 幸伸 

国土交通省四国運輸局鉄道部次長 秋山 敬介 

香川県警察本部交通部長 佐藤 隆治

香川県土木部長 西川 英吉

高松市都市整備局長 木村 重之 
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□ 都市計画のあり方検討の論点整理 □

１ 琴電連立の都市計画の概要 ･･････････････････････・・・・・ 2
（１）琴電連立の都市計画の目的･････････････････・・・・・・・ 2
（２）連立事業に関連する都市計画等･･･････････････････・ ７

（３）これまでの経緯･････････････････････････・・・・・・・・・・ ８

２ 琴電連立の都市計画のあり方の検討 ･･････････････････・ ９

（１）検討の必要性･････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

（２）検討の論点整理･････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
（３）検討の全体フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

３ 今後の検討スケジュール ････････････････････････・・・・・・ 12
（１）全体スケジュール･････････････････････････････････・ 12
（２）次回の委員会･････････････････････････････････････・ 12
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①高松市の中心市街地を南北に縦断している琴電を高架化すること
により、交通渋滞及び踏切事故の解消等を図り、県都高松市の都
市機能を向上させること

②高松市の中心市街地を南北に縦断している琴電を高架化すること
により、地域分断の解消等を図り、県都高松市の都市機能を向上
させること

③琴電高松築港駅をサンポート高松に乗入れることにより、サンポ
ート高松の都市拠点機能を高めること

都市内交通の安全化と円滑化を図り、都市の健全な発展に寄与する
ことを目的として、高松琴平電鉄の連続立体交差化を計画するもの
である。

（１）琴電連立の都市計画の目的

【香川県公共事業再評価委員会（H16年度、H21年度）説明資料】

【本都市計画の計画書】

１ 琴電連立の都市計画の概要
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（１）琴電連立の都市計画の目的

都市内交通の安全化と円
滑化を図り、都市の健全な
発展に寄与すること

１ 琴電連立の都市計画の概要

JR高徳線

この地図は、高松市長の承認を得て、同市所管の成果（高松市都市計画図1/2,500）を使用して調製
したものです。（承認番号令和2年8月11日高都第383号）位置図
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香川県高松市
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（１）琴電連立の都市計画の目的

交通渋滞及び踏切事故の解消等を図
り、県都高松市の都市機能を向上さ
せること

目的①

１ 琴電連立の都市計画の概要
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高松市の中心市街地を南北に
縦断している琴電を高架化

④本町踏切
市道
高松海岸線
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国道11号
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主要渋滞区間の踏切 （R2.8撮影）

この地図は、高松市長の承認を得て、同市所管の成果（高松市都市計画図1/2,500）を使用して調製したものです。
（承認番号令和2年8月11日高都第383号）
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高松築港駅

（１）琴電連立の都市計画の目的

地域分断の解消等を図り、県都高
松市の都市機能を向上させること

高松市の中心市街地を南北に
縦断している琴電を高架化

目的②

１ 琴電連立の都市計画の概要

東西地域の一体化による
瓦町駅東側などの活性化
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瓦町駅東側

この地図は、高松市長の承認を得て、同市所管の成果（高松市都市計画図1/2,500）を使用して
調製したものです。（承認番号令和2年8月11日高都第383号）
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【現況】
高松築港駅

高松築港駅

【連立事業】
JR高松駅南側に乗り入れ

JR
高松駅

玉藻公園

１ 琴電連立の都市計画の概要

（１）琴電連立の都市計画の目的

サンポート高松の都市拠点機能を
高めること

琴電高松築港駅をサンポート
高松（JR高松駅南側）に乗入れ

目的③
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高松築港駅JR高松駅

（R2.8撮影）（R2.8撮影）

【計画】
高松築港駅

この地図は、高松市長の承認を得て、同市所管の成果（高松市都市計画図1/2,500）を使用して
調製したものです。（承認番号令和2年8月11日高都第383号）
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駅前広場や
道路の整備

高松築港駅の移設
に伴う跡地利用

高架化による
道路の整備

高架化による
道路の整備

（２）連立事業に関連する都市計画等

１ 琴電連立の都市計画の概要

連立事業に関連して、道路や駅前広場の
都市計画決定等が行われている。

都
市
計
画

連
立
事
業
に
関
す
る

A:玉藻公園

B-1:高松海岸線
B-2:高松駅南線

D：藤塚側道
1,2号線

計画の概要関連都市計画
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この地図は、高松市長の承認を得て、同市所管の成果（高松市都市計画図1/2,500）
を使用して調製したものです。（承認番号令和2年8月11日高都第383号）
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１ 琴電連立の都市計画の概要

（３）これまでの経緯
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２ 琴電連立の都市計画のあり方の検討

都市計画運用指針（都市施設に関する都市計画の見直しの考え方）

都市施設の計画については、都市計画基礎調査の結果等を踏まえ、地域整備の方向性の見直しとあわせて、
その必要性や配置、規模等の検証を行い、必要に応じて都市計画の変更を行うべきである。（中略）
都市施設の配置の変更や規模の縮小、廃止は、個別の箇所や区間のみを対象とした検討を行うのではなく、
都市の将来像を踏まえ、都市全体あるいは影響する地域全体としての施設の配置や規模等の検討を行い、
その必要性の変更理由を明らかにした上で行われるべきである。

（１）検討の必要性

都市計画のあり方の検討の必要性

都市計画のあり方について、存廃も視野に検討

・都市計画決定から約２２年が経過
・事業中止から約１０年が経過

都市計画決定、事業中止から長期間経過

社会情勢の変化を見据え、検討委員会の中で

社会情勢の変化
・人口減少・超高齢社会
・自動車交通量の変化
・新たな周辺計画の影響 など

都市計画運用指針：
都市計画制度の運用に関する
国の原則的な考え方を示す指針
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①高松市の中心市街地を南北に縦断している琴電
を高架化することにより、交通渋滞及び踏切事
故の解消等を図り、県都高松市の都市機能を向
上させること

②高松市の中心市街地を南北に縦断している琴電
を高架化することにより、地域分断の解消等を
図り、県都高松市の都市機能を向上させること

③琴電高松築港駅をサンポート高松に乗入れるこ
とにより、サンポート高松の都市拠点機能を高
めること

都市内交通の安全化と円滑化を図り、都市の健
全な発展に寄与することを目的として、高松琴
平電鉄の連続立体交差化を計画するものである。

２ 琴電連立の都市計画のあり方の検討

（２）検討の論点整理

【本都市計画の計画書】

【香川県公共事業再評価委員会
（H16年度、H21年度）説明資料】

都市計画の目的

交通対策交通対策

まちづくりの姿まちづくりの姿

都市計画の目的及び都市計画
運用指針を踏まえた論点
都市計画の目的及び都市計画
運用指針を踏まえた論点

住民との合意形成住民との合意形成

合意形成に関する論点合意形成に関する論点



２ 琴電連立の都市計画のあり方の検討

（３）検討の全体フロー

連立事業の都市計画の存廃検討にあたっての論点整理

存
廃
の
方
針

評
価
・
検
証

課
題

存
廃
の
論
点

令
和
２
年
度

第１回

連立事業の都市計画に関する課題の整理
第２回

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度
の
予
定

● 論点となる「交通対策」や「まちづくりの姿」に関するこれまでの課題の確認
● 連立事業の都市計画を見直す場合の都市計画法など法律上の手順や問題点などの検討
● 「交通対策」についての評価方針の検討

交通対策についての評価 まちづくりの姿についての検証

●連立事業の都市計画を存続又は廃止した場合を
含む「まちづくりの姿」についての比較検証

●連立事業の都市計画を存続又は廃止した場合
を含む「交通対策」についての比較検討
●交通対策についての総合評価

第６回
委員会の結論の確認

交通対策交通対策 まちづくりの姿まちづくりの姿 住民との合意形成住民との合意形成

●都市計画決定の目的やこれまでの検討経緯を踏まえて、存廃の検討に向けて必要な論点を整理

住民との合意形成等

●住民との合意形成の確認（手法及び評価方法） ●委員会の結論の確認

第３回 第４回

第５回
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[これまでの検討の整理]
●都市計画の存廃を判断する前提条件の整理（時期等）
●存廃を含む都市計画のあり方の方針決定
[住民との合意形成]
●住民等との合意形成の方策について

～



●連立事業の都市計画を存続又は廃止した場合を含む「まちづくりの姿」についての
比較検証

３ 今後の検討スケジュール

（１）全体スケジュール

令和２年度～令和４年度にかけて
合計６回程度の開催を予定してい
ます

（２）次回の委員会

次回の委員会は、令和３年２月～
３月の開催を予定しています。
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令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

【第２回委員会】 連立事業の都市計画に関する課題の整理

【第３回委員会】 交通対策についての評価（案）

●論点となる「交通対策」、「まちづくりの姿」に関するこれまでの課題の確認
・都市計画決定時の｢交通対策｣の確認
・都市計画決定時の｢まちづくりの姿｣の確認
・これまでの検討委員会の検討事項の確認
・関連する都市計画や事業実施状況についての確認

●連立事業の都市計画見直す場合の都市計画法など法律上の手順や問題点などの
検討
●「交通対策」についての評価方針の検討

●連立事業の都市計画を存続又は廃止した場合を含む「交通対策」についての比較
検討

●｢交通対策｣についての総合評価（今後の対応方針）

【第４回委員会】 まちづくりの姿についての検証（案）

【第５回委員会】 住民との合意形成（案）

[これまでの検討の整理]
●都市計画の存廃を判断する前提条件の整理（時期等）
●存廃を含む都市計画のあり方の方針決定
[住民との合意形成]
●住民等との合意形成の方策について

【第６回委員会】 委員会の結論の確認（案）

●住民との合意形成の確認（手法及び評価方法）
●委員会の結論の確認

【第１回委員会】 連立事業の都市計画の存廃検討にあたっての論点整理

●存廃の論点の整理（「交通対策」、「まちづくりの姿」、「住民の合意形成」など）
●今後の委員会のスケジュールの確認

令
和
４
年
度
の
予
定

～


